
 

 

53 

３ 療育・教育の充実 

 

(１)療育体制の充実 
 

① 障がいの早期発見・早期療育 

 

 障がいの早期発見のため、妊産婦に対する健康教育、健康診査等の保健対策、

乳幼児健康診査等、母子保健対策を実施し、障がいの早期発見に努めるとともに、

障がいが発見された場合には、早期治療や適切な療育が受けられるよう、医療機

関をはじめとする関係機関との連携を強化します。 

 

② 療育支援体制の推進 

 

 障がいのある子どもとその保護者が適切なサービス支援を利用したり、保護者

が抱える悩みなどに対しても支援していくため、こども発達支援センタードリー

ムキッズや保健師、特別支援学校等の関係分野が連携し、療育支援体制を強化し

ます。 

 

③ 情報提供・広報啓発活動の推進 

 

保育園、幼稚園や子育て支援センターにおいて、医療・保健・福祉サービスに

関する情報の提供や広報啓発活動を推進することで、障がいのある子どもが社会

への適応力をつけるために適切なサービスを選択して利用できる環境を整備しま

す。 

また、障がいのある子どもがその障がいの特性に合ったサービスを利用できる

よう、指定障がい福祉サービス提供事業者や県南児童相談所などの相談機関との

連携に努め、保護者に対しても、保健師や障害者相談支援事業所などが連携し情

報提供や相談支援を行っていきます。 
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④ 障がい児保育に係る人材の資質向上 

 

 保育園や幼稚園における障がいのある子どもの受け入れ体制を充実させるとと

もに、保育士等が各種研修会や講演会に参加するなど、保育に携わる人材の資質

の向上を図ります。 

 

 

(２)学校教育の充実 
 

① 教育相談・就学指導の充実 

 

 障がいの程度や特性に応じた教育を提供し、障がいのある子どもの能力を伸ば

せる指導ができるよう保護者との連絡を密にし、充実した情報提供が行えるよう

教育相談や就学指導の充実に努めます。 

 また、学校の卒業を控える生徒の進路対策として、一般企業や施設事業所、障

害者就業・生活支援センター事業所との連携強化を図り、受け入れ先の確保に努

めます。 

 

② 交流教育の推進 

 

障がいのある児童生徒が、障がいのない児童生徒と学校生活においての経験を

深め、豊かな社会性を養い、好ましい人間関係を育てるため特別支援学校在籍の

児童生徒と居住地域の小・中学校の児童生徒との交流活動を推進します。 

 また、障がいのある児童生徒と特別支援教育に対して、正しい理解と認識を深

め、相互に助け合い、支えあう地域社会をつくるため、特別支援学校在籍の児童

生徒と居住地域の人々が活動を共にする機会をつくります。 
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③ 特別支援教育の充実 

 

 従来の障がいはもとより、学習障害(ＬＤ)や注意欠陥/多動性障害(ＡＤＨＤ)や

高機能自閉症といった多様化する障がいに対応するため、特別な教育支援を必要

とする児童・生徒一人ひとりに応じた教育体制の充実を図ります。 

 体制の充実にあたっては、各小・中学校に「特別支援教育コーディネーター」

を配置します。また、各種研修を通してコーディネーターの資質の向上を図り、

充実した活動を行います。 

 

○特別支援教育の体制 

 

資料：文部科学省 

これまでの「特殊教育」 これからの「特別支援教育」

(障がいの程度等に応じ特別の場で指
導)

※義務教育段階における特殊教育の対象
となる児童生徒数は、全体の約1.5%と推計

特殊教育体制

障がいのある児童生徒の教育的ニーズを的確
に把握し、柔軟に教育的支援を実施

※義務教育段階における特別支援教育の対象とな
る児童生徒数は、全体の約７～８%と推計

特別支援教育体制

特別支援連携協議会
(教育委員会と福祉・医療・労働機関との連携)

・従来の特殊教育の対象の児童生徒だけ
でなく、LDやＡＤＨＤ、高機能自閉症等を
含め、障がいのある児童生徒に対する特
別支援教育の体制の確立
・共に生きる社会を目指し、自立や社会的
参加に向けた主体的な取り組みを支援

小・中学校

多様なニーズに対応した弾力的な体制を具体
的に検討(特別支援コーディネーターを配置)

小・中学校の児童生徒の担当教員や保護
者への相談・支援等地域の教育センター
的役割を担う学校

特別支援学校

障がいの枠にとらわれず、教育的支援の必
要性の高い児童生徒を対象
　例)　知的障がい+肢体不自由部門
　　　　聴覚障がい部門のみ

支援

今後の
体 制

小・中学校

通級学級　　　　　　0.73%

特殊学級　　　　　　0.29%

在籍者の割合　　　0.46%

盲・聾・養護学校

盲学校　　　　　　　　0.01%

聾学校　　　　　　　　0.03%

養護学級　　　 　　　0.42%

内
　
訳

通級学級 特別支援教室 特別支援学級


